
 
 
 

 
 
 

学校生活における改善点について 
 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、先日の生徒総会後、生徒のみなさんに学校生活における改善点を伝えました。これ

まで、学校生活において確認すべき内容が曖昧になっており、生徒や保護者の皆さんを迷わ

せてしまった場面や、先生方には指導に苦慮させてしまった場面があったことから、以下の

ように改善しました。 

保護者に皆さまにおかれましても、ご承知おきいただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○タブレットの休み時間の利用について 

「次の授業の準備に支障がない範囲で、学習活動にのみ、休

み時間の使用を認める。学習以外での使用は認めない。」 

これまでは、休み時間のタブレットの使用は禁止(使用する場

合は先生の許可を得る)としていました。しかし、各教科から出される課題が多くなってい

ることやグループでの取組が必要な課題もあることが判明しました。そこで、何が皆さんの

ためになるかを検討し、授業以外でも活用を認めることが必要だと考えました。次の授業の

準備に支障がないこと、目的以外での使用はしないことを前提としていきます。 

 

○身なりや言葉遣いについて 

 「社会で通用する生徒の育成を目指して、日常の心がけを大切にする。」 

 第１学年のフィールドワーク、第２学年の職場体験、第３学年の進路に向けた取組等、対

外的な取組や校外での取組を実施していく時期となっておりま

す。当日や本番だけ気を付ければ……というのでは、思わぬ失敗

に繋がります。日頃からの心がけが実を結びます。身なりについ

ては、「ブレザーのボタン」「セーターの着方(袖や裾から出ない

ように)」「髪が肩にかかる場合はまとめる」「スカートの長さは

膝下まで」「スラックスを折り上げない」等、マナーに気を付け
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ていきましょう。 

※防寒着や肌着、靴下等の色については、Home＆school でお伝えします。 

 

○第３学年の部活動の参加について 

 「引退した後、活動に参加するのは都立一次合格発表後からとする。ただし、特別推薦を

受検する場合や部活動体験、セレクション等を受ける場合は参加を認める。」 

 受験は「団体戦」と言われます。中には推薦等で合格し、早くに

進路が決まる人もいると思いますが、他の人への気遣いを大切にし

て、参加の解禁日(都立一次合格発表翌日)まで待ってあげてくださ

い。ただし、志望先の上級学校の合否に関わる場合については、遠

慮なく、担任や顧問にご相談ください。 

 

 

不登校をテーマとした保護者サロン 

 

八王子市教育委員会では不登校の子どもたちを支援するために、保護者対象の講演会を実

施しています。講演の中で小グループに分かれ、参加者の皆さん同士で日頃感じている思い

や悩みを語り合う時間も予定しています。どうぞお気軽にご参加ください。 

 

１．対 象   市内在住で小・中学生の保護者 

２．日 時   11 月 25 日（火） 午後 2 時から午後 4 時 30 分 

３．会 場   八王子市教育センター 第３研修室 

４．内 容   講演 「不登校の子どもたちの再登校を考える」 

              ～進級・卒業・その後～ 

             講師 八王子市心理相談員 

５．定 員   60 名(先着順) 

６．受付開始日 令和７年 11 月 1 日（土） 

こちらの２次元コードからお申し込みください。 

https://logoform.jp/form/iapr/1108893 

７．問合せ       

      高尾山学園内 教育指導課登校支援担当電話：６６３－３２１６  


